
都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を推進し、都
市の再生を図るため、国際競争力の強化に資する都市開発事業の促進を図るための金融支援制度の
拡充、非常用の電気又は熱の供給施設に関する協定制度の創設、特定用途誘導地区に関する都市計
画において定めるべき事項の追加等の措置を講ずる。

法案の概要

●都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 ＜予算関連法律＞

国際競争力・防災機能強化 コンパクトで賑わいのあるまちづくり

退避
施設

電力線・熱導管

退避
施設

空き地を活用したまちなかの
賑わいの創出（イメージ）

○民間都市再生事業計画の大臣認定の申請
期限の延長（→平成34年３月31日まで）
※優良な認定民間都市再生事業には各種金融支援や税制支援を実施

○金融支援※の対象に国際会議場等の整備費を追加
※民間都市開発推進機構による支援

○地域内に使える既存ストックがある場合にはそれ
を残しつつ、地域の身の丈にあった規模の市街地
整備を可能とする手法の創設

○まちなか誘導施設の整備促進を図る地区の追加
など市街地再開発事業の施行要件を見直し

【大規模災害に対応する環境整備】

○災害時にエリア内のビルにエネルギーを継続して
供給するためのビル所有者とエネルギー供給施設※

の所有者による協定制度の創設（承継効付き）

○空き地・空き店舗を有効に活用するための市町村・
まちづくり団体と土地所有者による協定制度の創設

○賑わいの創出に寄与する施設（観光案内所、サイ
クルポート等）を都市公園の占用許可対象に追加

背 景

【国際ビジネス・生活環境の整備】 【まちなかへの都市機能の効率的な誘導】

【官民連携によるまちの賑わい創出】

 大都市については、我が国経済の牽引役として、グローバルな経済圏の中心となり、世界からヒ
ト・モノ・カネ・情報を呼び込むため、一層のビジネス・生活環境・防災機能の向上が必要。

…「日本再興戦略」改訂2015(閣議決定)に、都市再生制度見直しを速やかに行うよう位置付け
 地方都市については、人口減少、少子高齢化の進展、深刻な財政制約等の条件下で、コンパクト
で賑わいのあるまちづくりを進め、更なる地方創生の推進が課題。

 高度成長期に大量に建設された住宅団地の老朽化が進んでおり、住宅団地の再生も喫緊の課題。

○大臣認定処理期間の短縮

○道路上空利用の都市再生緊急整備地域への拡充

○都市再生緊急整備地域指定の見直し制度の明示

（特定地域：45日→１月、緊急地域：３月→２月）

【事業のスピードアップのための支援の強化・重点化】
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都市の国際競争力・防災機能の強化及びコンパクトで賑わいのある
まちづくりを図るための制度の充実化により、都市再生・地方創生を強力に推進

【住宅団地の建替えの推進】

住宅団地の再生 ◇施行前 老朽化が進行

・敷地が一筆共有の場合、建替え、
敷地分割等の際の合意形成が困難。

◇施行後 再生事業の円滑な推進

再開発事業の推進

○土地の共有者のみで市街地再開発事業を施行
する場合に、各共有者をそれぞれ1人の組合員
として扱い、２／３合意での事業推進を可能とする。

※エネルギー供給施設

発電機、ボイラ－、
電力線、熱導管等
から構成

身の丈にあった規模の市街地整備（イメージ）

施行前 施行後

都市公園への
サイクルポート設置（イメージ）

公益施設等

既存棟の活用 広場


